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◎ 区税について

8月1日から地方税が改正になりましたので、足立

区民の皆 さまに、区税について説明を申し 上げたい

と思います。
今 後足立区役所で取り扱う税金は、区税だけとな

りました。区税の種別は次 の通りであります。
1. 区民税　2. 自転車税　3. 荷車税　4. 接客人

税　5. 木材引取税　6. 使用人税　7. 犬 税　そ

の他は総て都税でありまして、都税の取り扱い場所

は、次の通りであります。
東 京都足立税務事務所

足立区千住橋戸町2( 日本製靴株式会社構内)

電話( 足立) 2069

区税の中でも、皆さんに一番関 係の深い区民税 に

ついて、説明を進 めたい と思います。

シヤウプ税制使節団は、その勧告書の中で「現在

の形態の住民税は( 少くとも市町村税として) 昭和

15年に始 まるものであり、更に昔にさかのぼれば戸

数割に、その源を求 めることができる、それが、地
方歳入の増加を図るに格好な方法であると一般 に考

えられていることは明らかである、われわれはこの

税を維持強化することを勧告するものである… … 」

と言つ て居ります。

即ち区民税 とは、平たく言えば、足立区の住民が

広 く行う区の諸行政、諸施策の経費を分担し、もつ

て区政への関心を高め、その発 展への契機たらしめ

ようという趣旨に立脚したものであつて、その性格

は、いわば割勘的性格をもち、頭割りとも言うよう

な税種なのであります。

( 納税義務者について)

問　今までの都民税は都税として徴収され るのです

か。

答　いい え、都民税と特別区民税は一本 になつて区

民税となつたのです。
問　区民税を納めなければ、ならない者の範囲を説

明して下さい。

答　 納税義務 者は個 人の場合と法人の場合の2 つが

あります。
個 人の場合 は

1　今年の8月1日に 、足立区内に住所があつて、

昭和24年に所得があつた方

2　今年の8月1日に足立区内に事務所 、事業所又

は家屋敷等のある方
であります。

法人及び準法人の場合は

1　今 年の8月1日に、足立区内に事務所 又は事業

所 のある法人

2　今年の8月1日に、足立区内に事務所又は事業

所のある法人でない、財団、社団で代表者又

は管理人を定めてある もの

であります。

問　今 の説明によりますと、今までは世帯主が1 人

納 めればよかつたので すが、今年からは1 軒の

内 で何 人 も納める場合があるわけですか。

答　 そうで す。

( 納税義務のない者について)

問　 私は17才です、兄は不具者ですが、やつぱり区

民税を納 めなけ ればな、らないのですか。

答　 いいえ、未成 年者の方と不具者の方は、納 めな

くて、よいことになつてお ります。
但し、独立の生計を営んでお り、昭和24年に10

万円をこえる資産所 得又は事業所得のあつた方

は均等 割と所得割を納めなければなりませ ん。
問　今の場合ですが、独立の生計を営んでおらなけ

れば均等割を納 めなくてもよいのですか。



答　未成年者の方と不具者の方に限つては、その通
りです。

問　私は寡婦( 女やもめ) ですが、やつぱり、区民

税を納 めなければ 、ならないのでし ようか。

答　いいえ、寡婦の方は納めなくて、よいことにな

つ ております。

但し、18才以 上の子女のある方、又は10万円を

こえる所得のあつた方は、納 めなければなりま

せん。

問　生活保護法の規定による生活扶助 を受 けている
場合は、どうなるのでし ようか。

答　その場 合は、かかりません。

問　 私は妻ですが、所得がありませんから、納 めな
くて、もよいのでし ようね。

答　 そうです。

( 税率について)

問　 よくわかりまし た。

区民税はどの位、納めることになるのでし よう
か。

答　区民税には誰 れで も同じように納める均等 割と
昭和24年の所得税額を、 もとにして納 める所得

割とがあります。

個人の場合は
1. 均等割額　　800 円

2. 所 得割額　　 昭和24年の所得税額の 18
/ 100

( 1割8分)

法人及び 準法人の場合は

1. 事務所 、事業所ごとに均等割額　2400円

( 納期と納付場所)

問　区民税は、いつまでに、ど こへ納 めるのでしよ
うか。

答　納 期は昭和25年の9 月、11月、26年の1月と3回に
納 めます。

納付場所 は納 期内では足立区 役所内 の区金庫と
梅島支所 内の区支金庫又は23区内の各郵便局。

納 期后では足立区役所内の区金庫と梅島支所内

の区 支金庫だけになります。　　　　　　

( 報奨金について)

問　今までの徴税令書は　1期　2期　3期と納期別に別

々の用紙になっておりましたが、聞くところに

よりますと今度から　l 期　2期　3期の徴税令書は

1枚になっていて納期毎に必要な徴税令書によ

り納入するとの ことですが、それは本当ですか。
答　 そうです。　

問　 区民税を納期毎に納入 するのが面倒な場合は1
遍に　3期分納入して もよいのですか。

答　 それは区側としては、区の行政上、事務 手続上
等非常に有難いことでありまして、そういう方

に対しては前納した税金1000円につき　5円の割

合で納 期前の月数 をかけた 金額を報奨金として

交付いたします。

以上で簡単ではありますが区民税の概要の説明を終
ります何卒明朗区政実現のために御協力の程を、お
願いい たします。

区 民 税 と は
前年の所 得税額× 18/ 100=所得割

均等 割=800 円

所得割+ 均等割= 区民税



地 代・家 賃 は ど の 位 か?
8 月1 日以 後 新 ら し く な り まし た

今までの家賃や地代が8 月1 日から改訂され新らしい計算方法で算出される、ことになつ た。地代・家賃等につい
て、詳しい ことは建築課に 、お問 い合 せ下 さい。

昭和25年7月31日現在における家賃の停止統制額に代るべき額( 月額)
純家賃額及び地代相当 額の合計額とす る。
純家賃は建物の建築完成の時期に応じ、その賃貸価挌に対賃貸価格乗率を乗じて算出した額とする。
( 昭和21年9月30日以前から貸していたものに適用する)

「賃貸価格」というのは従来の家賃ではない。
家屋台帳に登載されているものである。今回の家賃を
算出するのに従来の家賃は関係しない。

家賃の算出方法
家屋賃貸価格× 乗率= △ 敷地の坪数× 坪当 り

新 地 代
=○

△ + ○ = 新家賃

家賃の認可統制額に適用すべき修正率( 建物の一部についての家賃を除く)

昭和21年10月1日以降貸す家は東京都知事の認可を受けねばならない。その認可を受けているものに適用する。

建物の一部についての修正率( 貸間・貸室)

間代、室代の額を東京都知事から認可されているものに適用する。

昭和25年7月31日現在における地代の停止統制額又は認可統制額に代るべき地代( 宅地)


